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第１章 基本構想について 
 

１．策定の背景及び必要性 

●公設民営による新病院の設置 

吉賀町（以下、「町」）は令和２年２月より、公設民営による新病院の設置に向けて舵を切り、地域医

療の灯を消さないということを第一義的に考え、新病院の運営の在り方について検討を行って参りました。 

令和５年には町が主体となり、新病院の運営の受け皿となる「医療法人カタクリ会」を設立しました。 

今後は、医療法人カタクリ会を指定管理者とした新病院の運営を、令和６年４月までに開始する方

針です。 

 

●町の財政状況 

町の財政規模は年間約７０億円（令和５年度一般会計当初予算は７６億１，４８９万円）と県内他市

町村と比較しても小さく、財政力指数も０．１７（令和４年度３か年平均）と低く財政力が弱い状況です。

また、歳入全体の約５０％を地方交付税が占めています。 

町全体の基金については、令和５年度末で約２４億５千万円（うち、地域福祉基金は約２億４千５百

万円）であり近年は減少傾向となっています。また、地方債については、令和５年度末で約１１８億円と

なり近年は増加傾向です。 

 

●公設民営化に係る財政的な課題 

六日市病院の建物及び土地等については、病院運営を行っている社会医療法人石州会（以下、

「石州会」という。）が所有しており、石州会から新法人へ病院運営を移行するにあたり、町が建物及び

土地等を取得する方法も一つとして協議を進めてきました。 

石州会及び町がそれぞれ鑑定評価を行い、評価額を算出したところ、石州会の評価額が約５億７

千万円（特定価格としては約４億円）、町の評価額が約５億２千万円（特定価格としては約３億６千万

円）という結果となりました。 

特に、病院本体の建物については昭和５６年建設で４２年が経過しており、地方公営企業法施行

規則に定める鉄骨鉄筋コンクリート造の病院用建物の耐用年数の３９年をすでに超えている状況です。 

このことから、近い将来、建替えを考えなければならず、同時に高額な解体費用も考えられます。 

また、財源について、仮に有利な起債で建物を取得できたとしても、解体時期によっては起債の繰上

償還が必要となり町財政に与える影響は計り知れません。（４ページ目「公設民営化・譲渡を受けた場

合の必要経費想定（仮定）」を参照） 

このように建物及び土地等を有償で取得することは、町の財政状況に係る大きな問題であり、かつ議

会及び住民に対しての説明が困難を極める状況と判断されます。 

 

●吉賀町新病院基本構想策定に至る経緯 

新病院の建設についての意見・構想は、令和元年度の「吉賀町医療・介護あり方検討会議」で、

町の意見として将来的な建替えの必要性について触れており、島根県からも国に対し公設民営に係る

協議を行う上では、建替え等も踏まえ公立病院が存続できることを示していく必要があるとの意見もありま

した。 

令和２年度に開催した石州会、山陰合同銀行、町による三者会議においても、公設民営化に向け

て整理すべき課題として、建替え時期・病院機能及び規模・財政分析について確認しています。 
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これに加えて、令和５年６月１９日の「吉賀町地域医療確保に向けた実務者会議」においても委員

から意見等があったところです。 

現実的な考え方として、昭和５６年建設で４２年が経過している現在の病院建物は、改修、設備更

新等のリスクが高い状況があり、新病院の建設（建替え等）について近い将来に考えなければなりませ

ん。 

これらの状況を踏まえ、町としては、次の２点の方針により「吉賀町新病院基本構想（以下、「基本構

想」）」を策定の上、新病院の建設に向けて取り組むこととしました。 

 

①現行の病院建物及び土地等の取得については、町財政の状況から有償での譲渡を受けることが

できない。（譲渡を受けずに新法人が病院運営を引き継げるよう建物のリース等の対応を進める。） 

②新病院の基本構想を早期にまとめ、石州会から町への円滑な移行作業と並行して新病院の建

設に向けて注力する。 
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２．基本構想の内容及び位置づけ 

基本構想は、今後公設民営を行う新病院を整備する上での基本的な事項について取りまとめたも

のとなっており、その内容については、国の動向や島根県・益田圏域の医療計画・医療構想との整合

を図ります。また、町の総合基本計画である「第２次吉賀町まちづくり計画」はもとより、町の医療・福祉

分野の各種計画と沿ったものとするとともに、町づくり・地域づくりに関連する施策と一体となり取り組みを

推進する必要があります。 

今後は、基本構想を具体的に実施してくため、吉賀町地域医療計画策定委員会での検討や、吉

賀町議会での審議、また住民意見を反映させるための様々な取り組みを経た上で、「吉賀町新病院

基本計画」の策定に向け取り組むこととします。 

 

【県・町の各種計画との連携イメージ】 
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計
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島根県保健医療計画 

いきいき 21 

吉賀町健康づくり計画 

吉賀町高齢者いきいき 

まちづくり計画 

吉賀町地域福祉計画 吉賀町障がい者計画 

吉賀町子ども子育て支援計画 

島根県地域医療構想（益田構想区域） 

吉賀町地域医療計画 吉賀町新病院基本構想 

 

自治振興、公民館（社会教育）、地域防災 

公共交通、移住・定住、雇用創出 など 

地域づくりに関連する施策・計画との連携 
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第２章 地域医療について 
 

１．国・県の考え方 

●国の考え方 

平成２６年に医療介護総合確保推進法が施行され、地域における効率的かつ質の高い医療提供

体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じて、地域における医療及び介護の

総合的な確保を推進することとなりました。これにより、都道府県は、将来的な医療需要を踏まえた「地

域医療構想」を作成の上、市町村と連携した医療介護提供体制の整備に取り組むこととなりました。 

 また、令和４年３月に国が発出した「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経

営強化ガイドライン」において、公立病院は経営強化プランを策定することとされました。その中で、「地域

医療構想を踏まえた公立病院が果たすべき役割・機能」、「地域包括ケアシステムの構築に向けて果

たすべき役割・機能」、「地域における公立病院の機能分化・連携強化」等に取り組みが求められてい

ます。 

●県の考え方 

医療介護総合確保推進法の施行を受け、島根県は平成２８年に「島根県地域医療構想」を作成

しました。団塊の世代が７５歳以上になる２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を定めたもので、益

田圏域をひとつの医療圏域として策定してあります。人口減少や高齢化などの現状と今後の状況を踏

まえ、医療機能の分担等の方向性が示されており、圏域市町と連携しながら地域の実情に応じた医療

体制構築に向けて取り組むこととなっています。 

 

２．益田圏域医療圏の医療機能 

益田圏域の人口は減少傾向であり、高齢化率については２０１５年国勢調査の値で３７．１４％、２０

２５年推計値で４１．９％となっており年々増加する見込みです。 

益田圏域におけるステージごとの医療機能の状況は次のとおりです。 

分類 医療機能の状況 

高度急性期 
益田赤十字病院が担っており、対応が困難なものについてはドクターヘリにより区域

外の救命救急センターで対応しています。 

急性期 

救急告示病院である益田赤十字病院、益田医師会病院、六日市病院が担って

います。また在宅療養患者等の急性期医療については、地域包括ケア病床を有

する益田医師会病院、津和野共存病院が担っています。認知症を含む精神科疾

患患者の急性期医療は、松ヶ丘病院が担っています。 

回復期 

益田医師会病院が区域内で唯一回復期リハビリテーション病棟を有しており、回復

期患者の対応を行っています。また、地域包括ケア病床を有する益田医師会病

院、津和野共存病院においても、在宅復帰に向けたリハビリテーション・生活指導

等を行っています。 
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慢性期 

益田医師会病院、六日市病院が担っています。 

区域内人口の高齢化や中山間地域特有の世帯の点在といった地理的要因等に

よって、在宅療養を選択することが困難な状況があります。慢性期を担う各病院とも

患者の長期療養は避けられず、医療処置が必要な患者の「看取りの場」となってい

る現状があります。 

在宅医療等 

高齢者単身世帯、高齢者のみの世帯が増加する中、家庭介護力が低下していま

す。また、世帯の点在により在宅サービスの提供が厳しい地域があります。 

開業医の高齢化による診療所維持の課題、訪問看護師や在宅サービスを担う介

護人材の不足といった課題があります。 

（資料：島根県地域医療構想から一部抜粋） 

 

３．吉賀町を取り巻く状況 

（１）益田圏域及び吉賀町の人口推移 

●益田圏域の人口推移 

圏域全体で、人口減少及び高齢化が進んでいます。令和２年の国勢調査結果によると、総人口は

５７，９５５人となっており、平成２２年の６５，２５２人と比較すると７，２９７人の減少（▲１１．１８％）となって

います。高齢化率は令和２年で４０．１４％まで上昇しており、平成２２年の３３．２０％と比較すると６．９

４％の増加となっています。圏域いずれの自治体においても、人口流出と高齢化が進行している状況

です。 

 

（資料：国勢調査） 
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●吉賀町の人口推移 

吉賀町では、平成１７年から令和２年の国勢調査において、年少人口及び生産年齢人口は一貫し

て減少していますが。高齢者人口については、年により増減はあるものの平成２７年以降は減少傾向に

あり、全国的に団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年問題に先駆けて高齢社会に突入していることが

窺えます。 

区分 
Ｈ17 年 

(2005 年) 

Ｈ22 年 

(2010 年) 

Ｈ27 年 

（2015 年） 

Ｒ2 年 

（2020 年） 

Ｒ7 年 推計 

（2025 年） 

年少人口 

（0～14） 
893 717 603 576 513 

生産年齢人口 

（15～64） 
3,657 3,365 3,003 2,773 2,527 

高齢者人口 

（65～） 
2,812 2,717 2,768 2,723 2,596 

総人口 7,362 6,810 6,374 6,077 5,636 

（資料：国勢調査、税務住民課） 

 

（２）吉賀町の医療機能の状況 

①診療所の状況 

町内の診療所については、６施設あり、かかりつけ医として一次医療の役割を担っています。 

（令和５年７月２５日現在） 

区分 診療所名（医師数） 診療科目 

一般診療所 

小笠原医院（１） 内科、麻酔科 

栗栖医院（１） 内科、小児科、形成外科 

松浦内科胃腸科（２） 内科、胃腸科 

よしかクリニック（１） 内科（訪問診療のみ）    ※９月開設予定 

歯科診療所 
おがさわら歯科（１） 歯科 

こうの歯科（１） 歯科 

②石州会六日市病院の状況 

町内唯一の病院として、社会医療法人石州会が運営する六日市病院があり、鹿足郡内の救急

告示病院として二次救急の役割を担っています。 

また、介護老人保健施設六日市苑も併設されており、医療的ケアが必要な要介護認定者に対

する施設サービスを提供しています。 

●医療機能の状況 

外来診療科目について、令和５年３月末で循環器内科、漢方内科、腎臓内科、脳神経外科が

廃止され、令和５年７月現在では常設でない診療科目も含め、内科、整形外科、小児科、皮膚

科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科の８科目で診療を行っています。 

病床機能及び病床数 
一般病床 ５０床、医療療養病床 ４９床 

介護老人保健施設 ６０床 

病床機能 急性期、慢性期 
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外来診療科目 
内科、整形外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉

科、歯科口腔外科（常設でない診療科目も含む） 

 

●入院及び外来患者の状況 

町内・近隣他市町村の人口減少の影響により、外来患者・入院患者ともに減少しています。 

外来患者は、令和４年度で２７，０９５人となっており、平成２９年度の３５，５５６人と比較すると８，４

６１人の減（▲２３．８０％）となっています。入院患者は、令和４年度で２８，１３０人となっており、平成

２９年度の３６，９００人と比較すると８，７７０人の減（▲２３．７７％）となっています。入院患者の減少

に伴い、病床稼働率も低下しています。 

※外来患者数および入院患者数は延べ人数を記載しています。 

区分 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

外来患

者数

（人） 

医科 31,599 30,653 28,227 26,621 24,596 24,813 

歯科 3,957 2,617 2,557 2,488 2,419 2,282 

計 35,556 33,270 30,784 29,109 27,015 27,095 

入院患者数（人） 36,900 36,162 35,017 34,567 32,546 28,130 

病床 

稼働率 

（％） 

一般 98.3 94.9 95.5 89.6 78.6 75.5 

地域包括 88.6 84.5 80.5 73.3 68.2 54.4 

医療療養 92.0 91.4 85.3 88.7 87.6 81.9 

老健 92.2 93.5 94.5 91.7 83.3 77.8 

一般病床における 

平均在院日数（日） 
17.0 17.3 19.7 20.4 19.9 18.5 

（資料：社会医療法人石州会 事業報告書） 

●建物の状況 

六日市病院の病院施設については、主要な建物は築後約４２年が経過しており、相応の老朽化

が進んでいるものと思われます。 

また、石州会から建物等取得した場合、施設の修繕・改修のほか医療設備等の更新費用、建

て替え時には既存施設の解体費用など中長期的に多額の財政出動が必要となることが見込まれ

ます。 

【建物の状況】 

番号 用途 構造 建築年月日 延床面積 

1 病院（本館棟） 
鉄筋コンクリート造 

陸屋根 7 階建 
1981 年 9,319.53 ㎡ 

2 病院（新館棟） 
鉄筋コンクリート造陸 

屋根 5 階建 
1984 年 1,668.65 ㎡ 

3 病院（MRI 室） 
鉄骨造陸屋根 

一部亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 
2003 年 12 月 13 日 129.11 ㎡ 

4 倉庫・ポンプ室 
鉄筋コンクリート造 

陸屋根平屋建 
1981 年 45.00 ㎡ 

5 ポンプ室 
鉄筋コンクリート造 

陸屋根平屋建 
1981 年 44.61 ㎡ 
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6 倉庫 
鉄筋コンクリート造 

亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 
1981 年 23.35 ㎡ 

7 倉庫 
鉄筋コンクリート造 

スレート葺平屋建 
1986 年 98.89 ㎡ 

8 病院（西病棟） 
鉄骨造 

亜鉛メッキ鋼板葺 2 階建 
1986 年 11 月 30 日 856.59 ㎡ 

9 託児所 木造瓦葺平屋建 1994 年 12 月 15 日 194.60 ㎡ 

●医療従事者の状況 

平成３１年４月から令和５年４月時点での六日市病院における医療従事者の推移を図表で示し

ています。 

六日市学園が令和３年３月に閉校にとなったことから、平成３１年から令和４年にかけて准看護師

（学生）の人数が段階的に減少し、令和４年４月に０人となっています。 

病床数については、介護老人保健施設六日市苑では、１５４床あったものが令和２年１０月に１２０

床、令和４年１月に９９床、令和５年４月に６０床と段階的にサイズダウンが行われています。また医療

病床については１１０床あったものが令和５年４月に９９床へ減少しています。 

以上の状況から、医師をはじめ医療従事者全体が減少しており、令和５年４月時点では１７２人と

対平成３１年同月比で１２１人の減となっています。 

※例：「H31.4 看護師 79/6」は正規職員 79 人、パート職員 6 人であることを表しています。 

許可病床/ 

居室 
H31.4 R2.4 R3.4 R4.4 R5.4 対 H31 比 

医療病床 110 110 110 110 99 -11 

六日市苑 154 154 120 99 60 -94 

職種 H31.4 R2.4 R3.4 R4.4 R5.4 対 H31 比 

医師 6 8 8 6 4 -2 

歯科医師 1 1 1 1 1 0 

医師 

（非常勤） 
31 31 30 31 24 -7 

保健師 1 1 1 1 1 0 

看護師 79/6 74/4 69/5 61/3 55/2 -24/-4 

准看護師 21/7 17/8 13/10 16/10 11/6 -10/-1 

准看護師 

（学生） 
38 29 11 0 0 -38 

看護補助者 24/17 27/13 20/2 18/2 14/2 -10/-15 

介護福祉士 13/2 14/2 24/2 25/1 19/1 6/-1 

薬剤師 4 4 4 2 2 -2 

放射線技師 3/1 4/1 4/1 2/1 3/1 0/0 

臨床検査技師 3 3 3 3 1 -2 

歯科衛生士 1 0 1 1 1 0 

理学療法士 12 11 9 9 10 -2 

作業療法士 8 9 8 7 5 -3 
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言語聴覚士 4 4 4 5 3 -1 

臨床工学士 1 1 1 1 1 0 

管理栄養士 4 4 4 3 2 -2 

臨床心理士 1 1 1 1 0 -1 

介護支援専門員 5 3 2 1 1 -4 

社会福祉士 0 0 2 1 2 2 

計 293 274 240 212 172 -121 

（資料：社会医療法人石州会 令和４年度事業報告書） 

●経営状況 

六日市病院及び六日市苑の経営状況は次のとおりです。 

町は、平成２１年度より社会医療法人石州会六日市病院支援計画を策定の上、特別交付税を

財源として補助金を交付することで運営支援を行ってきましたが、こうした補助金等の収入があるにも

関わらず、経常損益は赤字が拡大し厳しい経営環境にあると判断されます。 

単位：百万円 

項目 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 

事業収益 2,066 2,040 2,013 1,854 1,667 

事業費用 2,242 2,267 2,330 2,270 2,092 

事業損益 ▲176 ▲227 ▲317 ▲416 ▲425 

事業外収益 

（うち町からの 

補助金等収益） 

289 

（237） 

234 

（194） 

297 

（260） 

394 

（210） 

388 

（197） 

事業外費用 49 33 32 21 14 

経常損益 64 ▲25 ▲52 ▲43 ▲51 

（資料：社会医療法人石州会 令和４年度事業報告書） 
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（３）吉賀町民の受療動向 

令和５年５月診療分のレセプトデータを使い、患者の疾病ごとの受診動向（どこの医療機関に何の

疾病で受診したか）を調査しました。調査対象者は吉賀町民５，７４６人のうち国民健康保険被保険者

１，１７１人及び後期高齢者医療保険の被保険者１，５７６人の合計２，７４７人（吉賀町民の約４７．８

０％）です。 

 

●国民県保健被保険者の受療動向 

 外来については、町内での受診率が医科では５２．６％、歯科では５４．３％となっています。調剤につ

いては町内での処方が６６．２％％となっています。また、益田圏域における外来受診率は８６．８％を

占めています。 

 入院については、六日市病院が２３．５％、益田市が４４．１％となり、益田圏域で見ると全体の６７．

６％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：件 

 六日市 

病院 

その他 

吉賀町 
津和野町 益田市 浜田市 

その他 

県内 
山口県 広島県 

その他 

県外 

外来 

(医科) 
154 350 72 255 9 7 65 42 4 

外来 

(歯科) 
32 56 21 32 2 1 11 6 1 

入院 8 0 0 15 2 3 3 3 0 

調剤 0 538 59 144 6 0 38 25 3 

（資料：国民健康保険レセプトデータ） 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

調剤

入院

外来(歯科)

外来(医科)

受診動向（国民健康保険） 令和５年５月分

六日市病院 その他吉賀町 津和野町 益田市 浜田市

その他県内 山口県 広島県 その他県外
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●後期高齢者医療保険被保険者の受療動向 

 外来については、医科・歯科ともに町内での受診率が約７０％を占めており、調剤については町内で

の処方が８３．５％となっています。また、益田圏域における外来受診率は９２．５％を占めています。 

 入院については、六日市病院が６３．２％、益田市が 20.8％となり、益田圏域で見ると全体の８４％を

占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：件 

 六日市 

病院 

その他 

吉賀町 
津和野町 益田市 浜田市 

その他 

県内 
山口県 広島県 

その他 

県外 

外来 

(医科) 
520 787 96 302 1 5 83 46 2 

外来 

(歯科) 
58 103 30 15 0 1 11 7 0 

入院 91 0 0 30 0 0 12 10 1 

調剤 0 1,354 57 157 1 5 38 8 1 

（資料：後期高齢者医療保険レセプトデータ） 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

調剤

入院

外来(歯科)

外来(医科)

受診動向（後期高齢者健康保険） 令和５年５月分

六日市病院 その他吉賀町 津和野町 益田市 浜田市

その他県内 山口県 広島県 その他県外
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第３章 新病院整備に向けた基本的な考え方 
 

１．公設民営の必要性 

自治体病院の多くは、山村、離島等のへき地、不採算地区にあって地域医療の確保に取り組むと

ともに、地域の中核的病院として総合的一般医療、高度・特殊医療等の提供を行うことで、すべての

国民が、いかなる地域でも安心して医療を受けることができるよう、地域住民の生命と健康を守るため設

立整備されてきました。 

吉賀町では、令和２年２月より、安定した医療サービスを提供するため、指定管理者制度の活用によ

る公設民営化に向けた検討を開始しました。令和５年４月には町が主体となって公設民営による病院

運営の受け皿となる「医療法人カタクリ会」を設立し、現在新病院の設置について協議を進めています。 

他の自治体病院の例に漏れず、当町においても、へき地医療特有の不採算地域といった課題に

直面する状況にあって、地域に医療の灯を消さない、地域のニーズ・特性に応じた医療・介護サービス

の提供体制を確立し、住民福祉の維持・向上を図ることは町に課せられた使命です。 

町・圏域の医療需要に即した規模の病院設置や、交付税等を財源とした公的資金の投入、県など

の公的機関と連携した医師確保の取り組みなど、公立病院であるからこそ対応できる部分もあります。 

また安定的な医療提供といった側面だけではなく、雇用の場として地域への経済効果、住民主体と

した地域医療を守る取り組みを通じた地域愛・連帯感の醸成、保健事業等をはじめとする医療・福祉

施策と連携した取り組みの展開など、これからの町の未来を担っていく拠点施設としての役割も期待で

きます。 

以上を踏まえ、公設民営による新病院設置の意義・必要性は大いにあると判断されます。 

 

２．新病院建設の必要性 

地域の医療・介護を確保するためには、町が健全な財政運営のもと取り組みを進めていくことが大前

提となります。 

当初は六日市病院施設を取得した上で、公設民営を行う方向性についても検討していましたが、土

地・建物の取得費用が極めて高額となること、耐用年数超過しており老朽化が激しく改修・設備更新

に多額の費用を要すること、また近い将来解体・建て替えが必要となり、更なる財政出動が見込まれ、

町財政に大きな影響を与える可能性は明らかであります。 

地域に必要とされる量の医療・介護サービスを、適切な規模で提供していくことが、地域の医療を守

り住民福祉の維持・向上につながるものと考え、新病院の建設について具体的に検討することとなりま

した。 
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３．新病院に求められる医療機能 

（１）入院・入所病床数 

新病院の病床数については、町内の医療ニーズ、診療報酬改定及び入院患者の状況等の動向

を踏まえ、次のとおり適切な病床数の確保・機能再編を行います。 

区分 R5 年 R6 年 10 年後 20 年後 30 年後 

医療需要 100％ 100％ 93％ 79％ 64％ 

病棟機能 

（稼働率） 

一般病床/ 

医療療養病床 

一般病床 

（地域包括ケア 

病床含む） 

一般病床 

（地域包括ケア 

病床含む） 

一般病床 一般病床 

― 80～90％ 80％ 75％ 70％ 

病床数 50 床/49 床 50～60 床 50 床 50 床 50 床 

介護施設 

（稼働率） 

介護老人保健施設 

60 床 

介護医療院 

60 床 

介護医療院 

40 床 

介護医療院 

19 床 

介護医療院 

19 床 

― 80～90％ 80％ 75％ 70％ 

 

（２）外来診療 

医師確保の難しい専門診療科は原則不要(不可能)とし、総合診療科を中心とした医療を行うことと

します。また、医療需要の高い、整形外科、眼科、歯科口腔外科の外来を設置します。 

【総合診療科を設置する必要性】 

中山間地の小規模自治体内の病院での複数の専門外来の設置は患者数、経営的にも厳しいこと

もあるため、循環器、消化器、糖尿病等、の複数の病気を一つの科で診療し、更に専門的な検査

や治療が必要になった時には、総合病院などの専門医療機関に紹介して適切な治療が受けられる

ように配慮します。  

体の部位や専門領域にとらわれず、小児を含め急性期から慢性期まで幅広く診療する「総合診療

科」の設置を行います。 

 

（３）救急医療体制 

一次救急への対応、また救急搬入者の８５～８６％の方が軽症、中等症の患者であるため電話対

応を含め、初期段階の救急患者や比較的軽度の症状に対応する医師・そのほかスタッフの配置が必

要となります。また、１４～１５％の重症者への対応については、圏域及び近隣他県の医療機関との医

療連携体制により対応を図っていく必要があります。 

 

（４）在宅医療 

現在、吉賀町では六日市病院の医師数名が訪問診療、開業医数名が往診を行っていますが、

「住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができるように地域内で助け合う体制（地域

包括ケアシステム）」を構築するためには、訪問診療と往診の充実は必須です。 

新病院による医療提供にあたり、訪問診療、訪問リハビリテーション、訪問看護等の在宅医療サー

ビスについて、今以上に充実させることが今後の課題となります。 
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４．益田圏域医療・介護構想との連携・機能分担 

島根県地域医療構想の益田構想区域において、回復期医療については、自己の能力を活かし生

きがいを持って生活したいと望む患者を支援するために必要な回復期病床の確保することとされており、

新病院で設置予定である地域包括ケア病床は圏域の医療ニーズに応えるものです。 

慢性期医療について、平成 27 年 4 月 1 日現在の圏域医療機関の慢性期病床数が 196 床であ

るのに対し、国が算定した 2025 年の慢性期病床数の必要量は 173 床と乖離が見られている状況です

が、新病院において療養病床の設置予定はなく、医療構想との整合性が取れた計画となっています。 

また、町は新たに介護医療院を設置する方向で検討を進めています。介護医療院とは、長期療養・

生活のための場所として、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下にお

ける介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設で

す。 

圏域内において、津和野町が設置している介護老人保健施設せせらぎとの機能分化を図り、施設

間連携により利用者の状態像に合わせた介護サービスを提供すること目指すものです。 

 

【施設の機能分担のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護高齢者の⾧期療養・生活のための場所 

要介護高齢者の在宅復帰・在宅支援を目指す場所 

 

 

５．吉賀町の医療・介護の連携 

医療ニーズ・介護ニーズを併せ持つ高齢者等が可能な限り住み慣れた地域で生活し続けることが

できるよう、医療・介護の一体的なサービス提供のしくみを作り上げていくことが地域包括ケアシステムを

構築する上で重要となります。 

第８期吉賀町高齢者いきいきまちづくり計画(老人福祉計画・介護保険事業計画)における事業とし

吉賀町が設置する 

介護医療院 

津和野が設置する 

老人保健施設 

町内の 

他の介護施設 
吉賀町 高齢者 

津和野町 高齢者 
町内の 

他の介護施設 
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て、吉賀町地域包括支援センターが中心となり、多職種参画による入退院時の連携のしくみづくりや、

「人生の最終段階における医療・ケアに関する本人の意思決定支援（Ａｄｖａｎｃｅ・Ｃａｒｅ・Ｐｌａｎｎｉｎｇ）」の周

知・啓発等の取り組みが行われています。 

新病院においても、地域包括ケアシステムを担う一員として、かかりつけ医や介護サービス事業者等

関係機関との連携強化は当然の責務です。 

加えて、新病院の運営にあたり、訪問診療や訪問看護、訪問リハビリテーションなど在宅医療を充

実させ、地域住民に対する切れ目ない医療・介護サービスの提供体制を整備し、吉賀町地域包括ケ

アシステムの構築に向けた取り組みを推進します。 

（資料：厚生労働省資料） 

 

６．吉賀町財政との整合性から見た新病院構想 

（１）新病院の果たす役割 

新病院は町の基幹病院として、医療介護総合確保推進法の趣旨に沿って、地域における効率的

かつ高質な医療提供体制の構築並びに地域包括ケアシステムにおける医療・介護の総合的な確保

を目指すための施設として設置します。 

具体的には、外来診療については総合診療科をはじめとする４つの診療科を設置し、町内のかかり

つけ医と連携した医療を提供します。総合診療科では、多様な健康問題に対して幅広い診察を行いま

す。 

また、入院機能については、一般病棟を予定しており、回復期・慢性期の患者に対する在宅復帰支

援や、必要に応じて介護施設等への入所に向けた支援を行います。専門的・緊急的な医療が必要

な場合は、益田赤十字病院や他県の医療機関と連携し対応します。 

なお、病床数の設定にあたっては島根県地域医療構想等を踏まえ、益田医療圏における病床数の

適正化に努めるとともに、町内はもとより、益田圏域の医療施設・介護施設等との連携強化と機能分

化を図ります。 

以上より新病院は、総合診療科設置による日常的な診療機能の整備、他の医療機関との連携し
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た医療提供体制の構築並びに療養の場としての病床数の確保により、高齢者等がいつまでも住みな

れた地域で暮らし続けることができるよう、吉賀町地域包括ケアシステムにおける中核施設としての役割

を果たすことが求められます。 

 

（２）施設整備の基本方針 

町は、地域医療の灯を絶やさないこと、また吉賀町地域包括ケアシステム構築のための中核施設と

なることを目的とし、へき地医療を担う自治体病院としての使命を果たすことができるよう新病院を整備し

ます。 

整備にあたっては、島根県地域医療構想との整合を図るとともに、新病院に求められる医療機能を

踏まえた療養環境・診療体制とし、過剰な公的資金の投入とならない方針とします。 

詳細な内容については、今後議会合意や住民意見聴取等を経た後、「吉賀町新病院建設基本

計画」を策定の上お示しすることとしますが、概ね次のような考え方に基づいた内容とします。 

●新病院に求められる医療機能・パフォーマンスが十分に発揮できる施設構造とすること 

●ユニバーサルデザインを基本とした、あらゆる利用者に使いやすい施設とすること 

●入院・外来患者のプライバシーに配慮した動線・待合室等の配置とすること 

●医師・看護師等のスタッフにとっても効率的な移動ができる構造とすること 

●将来的な地域の医療需要等の変化に対応できる構造とすること 

●感染症対策のため外部からの動線・診察スペースを考慮すること 

●CO2 削減、自然エネルギーの活用等地球環境に配慮すること 

●災害時においても安定した医療サービスが提供できる施設構造並びに非常用物資を確保できる

設備を導入すること 

●町民に開けた施設とするため、コミュニティスペース等のふれあいの場を設置すること 

 

（３）新病院の目指す姿 

町の総合計画である「第２次吉賀町まちづくり計画」の目標として掲げる「住み慣れた地域で生涯を

通じて健康で安心して暮らせる地域医療体制の確立」を実現するため、次のとおり基本方針により取り

組みます。 

①地域住民が安心安全に暮らすための地域医療体制の充実 

町の基幹病院として、回復期等の病床を確保するとともに、ワンストップによる外来診療を行う「総合

診療科」を設置し、町内のかかりつけ医と連携した診療体制を構築します。 

また、病院と特別養護老人ホームとの中間施設である介護医療院を設置し、在宅生活が困難な高

齢者に対する長期療養・生活の場を整備します。 

②高度医療への連携強化・救急医療体制の整備 

専門的な検査・手術等が必要な場合は、益田赤十字病院や他県の医療機関と連携し対応します。 

救急医療体制について、初期段階の救急患者や比較的軽度の症状に対応できる体制を整備し、

重傷者については、益田圏域及び近隣他県の医療機関へ搬送します。搬送にあたっては、必要に応

じてドクターヘリの活用など、迅速な対応となるよう努めます。 

③医療・福祉関係機関との連携 

吉賀町地域包括ケアシステムの一員としての役割を認識し、切れ目ない医療・介護サービスの提供

が行えるよう、町内外の医療・福祉関係機関と積極的な連携・交流を行います。 

診療機能の見直しや医療介護連携、ACP の取り組みなど、社会情勢・地域の要請に応じた柔軟な

取り組みを行います。また、基幹病院として、地域住民に対し地域包括ケアを推進するための情報発
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信・意識啓発を行います。 

④地域保健と連携した健康増進施策の推進 

県・町が実施する各種保健事業と連携し、疾病の早期発見や早期治療にとどまらず、生活習慣の

見直しをはじめとする疾病予防等に向け取り組みます。 

具体的には、「いきいき２１吉賀町健康づくり計画」の推進にあたり、県、町並びに関係機関・団体と

連携し、計画の基本目標である「健康で長生きのまちづくり」及び「健康寿命・平均自立期間の延伸」

のため、各健康目標達成に向けて取り組みます。 

⑤健全運営による安定的な医療サービスの提供 

住民福祉の維持・向上に取り組むことは、町としての責務でありますが、地域医療を確保する場合に

あっても、適切な規模の公費支出により町財政との均衡を図ることはあらゆる住民サービスを維持してい

くために必要となります。 

このため、持続可能な形での病院運営がなされるよう、地域住民との綿密な対話を重ねた上で、町

にとって必要な医療提供体制を具体化するとともに、病院経営の効率化及び財政基盤の強化を図り

ます。 

 

（４）吉賀町新病院建設基本計画策定に向けた考え方 

本医療構想における診療機能・病床数や救急医療体制については、町内・圏域の医療・介護ニ

ーズに根ざしたものであるとともに、町の財政状況との均衡を確保した施設整備の在り方について具体

化したものです。 

今後策定する「吉賀町新病院建設基本計画」において、本基本構想で提示した方針に加えて下

記の事項等についてお示しすることとします。 

●各部門の整備方針 

●本体建物、付帯施設、駐車場等の配置イメージ 

●設計・工事の事業スケジュール（工程表） 

●新病院建設に係る事業収支、年次別計画、起債等の償還計画 

●病院事業運営に係る収支・職員配置計画 
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第４章 基本構想実現に向けた課題 
 

１．吉賀町地域医療計画の変更 

平成３０年４月から令和６年３月を計画期間とする「第３次吉賀町地域医療計画」について、地域

医療計画策定委員会での審議を経た上で、「吉賀町新病院基本構想」並びに「吉賀町新病院建設

基本計画」を重点施策として位置づけ、その内容について協議検討を行うこととします。 

 

２．住民への周知と新病院構想への理解 

新病院構想の取り組みを進める上で、住民からの理解を得ることは必要不可欠であり、そのために

町は地域住民に対し情報の開示・伝達等による説明責任を果たしていく必要があります。 

基本構想の実現に向け、パブリックコメントや住民説明会、住民アンケート等様々な手法により地域

住民の意見を反映させるための取り組みを行います。 

 

３．吉賀町議会の合意 

令和５年８月に開催される吉賀町議会全員協議会において、基本構想を公表し合意を得た上で、

基本構想を「吉賀町新病院建設基本計画」に移行し、新病院建設用地、施設規模、建設等費用に

係る財源の確保等施設整備に係る具体的な内容について盛り込むこととします。 

なお、基本計画（案）の策定後、令和６年３月の吉賀町議会全員協議会において公表し、合意形

成を図ります。 

 

４．吉賀町内の関連する団体・機関との協議 

新病院の診療機能・病床数等については、鹿足郡医師会、町内の診療所（かかりつけ医）や社会

福祉協議会等地域の福祉団体との協議・説明を行い、町が目指す医療・介護提供体制及び地域

包括ケアシステムのイメージの共有化を図ります。 

 

５．国・県との協議 

新病院建設にあたり、多額の費用が必要となることは明白であり、当初予算ベースで地方交付税が

歳入の５０％以上を占めている状況から、自主財源が潤沢とは言えず、また町全体の基金も減少傾向

にある中で、建設費用を捻出していくことは到底困難であると考えます。今後、起債や国・県補助金等

活用可能な財源の確保に向け、国・県との綿密な協議を行って参ります。 

また、新病院の診療機能・病床数等については、島根県医療構想との整合性の観点から、島根

県医療政策課並びに益田保健所からの助言・支援を受けながら取り組みを進め、圏域の医療介護

提供体制を確保します。 

 

６．益田圏域市町との協議 

新病院の運営にあたり、これまで六日市病院が有していた病床数を下回る診療規模となることが見

込まれ、入院等の受け入れにあたり制限がかかる可能性があります。加えて、介護保険施設の開設も

予定しており、圏域市町の介護給付費及び介護保険料に対する影響が見込まれることから、圏域市

町に対し病院機能に関する丁寧な説明・合意形成を図る必要があります。 

また、人口減少による将来的な医療・介護サービスへのニーズの変化、担い手となる医療介護従

事者等確保の課題など、町単独での医療介護提供体制の維持が困難となる可能性があるため、圏
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域市町との連携を図り、施設の機能分化について協議を進めます。 

 

７．医療介護従事者の確保 

町内の医療介護従事者の全職種が不足しています。事業所に実態調査を行い、その内容を分析

した上で、医療介護従事者確保、継続雇用ができるよう既存事業の見直しも含め、効果的な従事者

確保・定着支援のための取り組みを行います。 

特に医師確保については、地域医療確保のための重要な要素であることから、公立病院としての強

みを活かし、島根県及び自治医科大学等と連携した取り組みを行います。また、住まいの確保や子育

て環境の充実など、若年層の医師にとって魅力的なまちづくり・地域づくりについて、医療・福祉部局を

超え全庁横断的な取り組みを展開します。 
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第５章 新病院建設に向けたスケジュール 
 

新病院の建設に向けた「吉賀町新病院基本構想」並びに「吉賀町新病院建設基本計画」の実現

に向け次のとおりスケジュールを定め、取り組むこととします。 

時期 取り組み内容 

令和５年７月中旬まで 「吉賀町新病院基本構想（案）」を医療対策課で策定。 

令和５年７月下旬 

～８月初旬 

包括連携協定機関（益田赤十字病院、医療法人橘井堂）との協

議、課内合意、町長決裁を経て、吉賀町地域医療計画策定委員

会にて合意形成。 

令和５年８月 
令和５年８月臨時議会全員協議会にて「吉賀町新病院基本構想」

公表。 

令和５年８月 

～令和６年２月 

議会合意後、直ちに、「吉賀町新病院基本構想」を格上げし、「吉

賀町新病院建設基本計画」策定に着手。 

※コンサル委託も想定。策定のための検討委員会の設置。有識者

会議の設置。パブリックコメントや場合によっては住民アンケートの

実施。 

令和６年３月 
吉賀町議会全員協議会にて、「吉賀町新病院建設基本計画」の公

表・合意形成。 

令和６年４月 
「吉賀町新病院建設基本計画」の国・県・益田圏域・吉賀町内外

の関連機関合意。 

令和６年６月 「吉賀町新病院建設基本計画」に基づき、建設事務着手。 

 


